
 

 

契 約 書 
（以下「甲という）と （以下「乙」という）との間において県

民芸術劇場（学校公演）の実施について、次のとおり契約を締結する。 

 

第１条 乙は次の公演を実施するものとする。 

 

  公演名称   

  出演者    

 

  演目（曲目）  

 

  日時      

 

  会場      

 

  公演料    

 

 

第２条 甲は、前条の公演料のうち、 円（消費税及び地方消費税 円

を含む）を乙に支払うものとする。 

  ２ 甲は、前項の金額から源泉徴収税額 円を差し引いた 円を公

演終了後すみやかに（公演団体の振込口座）へ振込むものとする。 

 

第３条 本契約については、甲、乙双方が、信義を守り誠実に履行するものとする。 

 

第４条 不可抗力により公演の履行に不能が生じた場合は、甲、乙協議の上、善後措置を講ずる

ものとする。 

 

第５条 甲又は乙いずれかの責に帰すべき事由により履行遅滞又は公演不能となり、相手方に損 

害を与えた場合は、相手方はそれによる損害の補償を請求することができる。 

 

第６条 本契約に記載されていない事項及び疑義を生じた場合は、甲、乙協議の上誠意をもって 

解決する。 

 

 本契約の成立の証として本書２通を作成し、甲、乙両者記名捺印の上、各１通を保有するもの

とする。 

 

      年  月  日 

                  甲   

 

                  乙    

                      

記入例 ※本契約書はサンプルです。必要に応じて、加筆修正してください。 



 

契 約 書     
 

（地元主催者名）（以下「甲という）と（公演団体名）（以下「乙」という）との間において県民

芸術劇場（学校公演）の実施について、次のとおり契約を締結する。 

 

第１条 乙は次の公演を実施するものとする。 

 

  公演名称 

 

  出演者 

 

  演目（曲目） 

 

  日時 

 

  会場 

 

  公演料 

 

第２条 甲は、前条の公演料のうち、       円（消費税及び地方消費税     円を 

含む）を乙に支払うものとする。取引に係る消費税及び地方消費税の額は、消費税法及び 

地方税法の規定により算出したものとする。 

 

  ２ 甲は、前項の金額から源泉徴収税額     円を差し引いた       円を公演 

終了後すみやかに（公演団体の振込口座）振込むものとする。 

 

第３条 本契約については、甲、乙双方が、信義を守り誠実に履行するものとする。 

 

第４条 不可抗力により公演の履行に不能が生じた場合は、甲、乙協議の上、善後措置を講ずる

ものとする。 

 

第５条 甲又は乙いずれかの責に帰すべき事由により履行遅滞又は公演不能となり、相手方に損 

害を与えた場合は、相手方はそれによる損害の補償を請求することができる。 

 

第６条 本契約に記載されていない事項及び疑義を生じた場合は、甲、乙協議の上誠意をもって 

解決する。 

 

 本契約の成立の証として本書２通を作成し、甲、乙両者記名捺印の上、各自１通を保有するも

のとする。 

 

 

      年  月  日 

 

 

                  甲 

 

 

                  乙 

 

サンプル 


